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顕
教
の
分
類
と
そ
の
位
置
付
け

福
田

亮
成

一
、
問
題
の
所
在

空
海
が
密
教
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
宣
言
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
顕
教
全
般
に
わ
た
る
密
教
と
の
対
比
が
必
要
で
あ
っ

た
。
ま
さ
し
く
『
辨
顕
密
二
教
論
』
は
、
そ
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
、

夫

�れ
佛
に
三
身
有
り
、
教
は
則
ち
二
種
な
り
。
応
化
の
開
説
を
名
づ
け
て
顕
教
と
曰
う
。
言
は
顕
略
に
し
て
機
に
逗

え
り
。
法
佛
の
談
話
は
之
を
密
藏
と
謂
う
。
言
は
秘
奥
に
し
て
実
説
な
り
。

と
。
大
乘
佛
教
を
通
底
す
る
佛
身
論
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
応
化
身
の
説
か
れ
た
教
え
は
顕
教
。
法
身
の
説
か
れ
た

教
え
は
密
教
と
し
、
顕
教
は
顕
略
、
密
教
は
秘
奥
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
顕
教
を
分
け
て
、
変

化
身
は
地
前
の
菩
薩
及
び
二
乘
、
凡
夫
の
た
め
に
三
乘
の
教
え
を
説
き
、
他
受
用
身
は
、
地
上
の
菩
薩
の
た
め
に
一
乘
を
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説
か
れ
た
と
、
『
秘
藏
金
剛
頂
経
』
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
が
、
こ
の
『
秘
藏
金
剛
頂
経
』
と
は
、
実
際
は
『
略
述
金
剛
頂

瑜
伽
分
別
聖
位
修
證
法
門
』
の
略
で
、
金
剛
界
三
十
七

�マ
ン
ダ
ラ
の
詳
細
な
記
述
を
内
容
と
し
て
い
る
が
、
空
海
が
重

要
な
典
拠
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、
「
序
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
序
は
、
本
来
存
在
し
て
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
中
国

密
教
の
領
域
に
お
い
て
密
教
を
概
説
し
た
も
の
か
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
具
文
が
『
辨
顕
密
二
教

論
』
巻
下
に
お
い
て
、
全
文
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
を
次
の
如
く
分
割
し
て
い
る
。

�

此
れ
宗
の
大
意
を
標
す
る
な
り
。

�

此
れ
略
し
て
釈
迦
如
来
之
教
及
び
得
益
を
表
す
。

�

此
れ
他
受
用
身
の
説
法
の
得
益
を
表
す
。

�

此
は
自
性
身
自
受
用
身
の
説
法
及
び
得
益
を
説
く
。

と
割
註
し
、
こ
の
引
用
文
を
ば

喩

�し
て
曰
く
、
此
の
経
に
は
明
か
に
三
身
説
法
の
差
別
、
成
佛
の
遅
速
勝
劣
を
説
け
り
、
彼
の
『

�伽
』
の
三
身
説

法
の
相
と
義
合 か
なえ
り
。
顕
学
の
智
人
、
皆
な
法
身
は
説
法
せ
ず
と

�

い

う
は
、
此
の
義
然
ら
ず
、
顕
密
二
教
の
差
別
此

の
如
し
、
審

つ
ま
び
ら
かに
察
し
審
に
察
せ
よ
。

と
ま
と
め
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
略
抄
の
引
用
文
の
た
め
に
『
秘
密
金
剛
頂
経
』
と
略
称
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
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に
「
序
」
と
『
秘
密
金
剛
頂
経
』
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

特
に
後
半
の
引
用
文
は
、
下
段
の
ご
と
く
意
を
取
っ
て
抄
略
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
割
註
し
て
、
「
此
れ
は
他
受
用
身

の
説
法
得
益
を
表
す
な
り
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
密
教
経
典
を
根
拠
と
し
て
顕
教
の
分
斎
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
よ
う
す
る
に
、
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「
序
」

「
秘
藏
金
剛
頂
経
」

然
る
に
如
来
の
変
化
身
は
、
閻
浮
提
の
摩
竭
陀
国
の

菩
提
道
場
に
於
て
等
正
覚
を
成
じ
た
も
う
て
、
地
前
の

菩
薩
と
声
聞
と
縁
覚
と
凡
夫
と
の
為
に
、
三
乘
の
教
法

説
き
、
或
は
他
の
意
趣
に
依
て
説
き
、
或
は
自
の
意
趣

に
依
て
説
く
。

如
来
の
変
化
身
は

地
前
の

菩
薩
及
ひ
二
乘
と
凡
夫
等
の
為
に
、
三
乘
の
教
法
と
説
き

た
も
う
。

中
略

報
身
の
毘
盧
舎
那
は
色
界
頂
の
第
四
禅
の
阿
迦
尼

	

天
宮
に
於
て
尽
虚
空
遍
法
界
の
一
切
の
十
地
満
足
の
諸

大
菩
薩
と
を
雲
集
し
て
頓
に
證
明
と
し
て
身
心
を
驚
覚

し
無
上
菩
提
を
證
し
た
ま
う
に
は
同
じ
か
ら
ず
。

他
受
用
身
は
、
無
上
の
菩
薩
の
為
に
顕
の
一
乘
等
を
説

き
た
も
う
。
並
に
是
れ
顕
教
な
り
。



二
、
顕
教
の
分
類
に
つ
い
て

顕
教
の
分
類
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
『
辨
顕
密
二
教
論
』
序
説
に
お
い
て
、
次
の
如
く
あ
る
。

顕

�教
の
契
経
部
に
百
億
有
り
。
藏
○

を
分
て
ば
一
と
十
と
五
十
一
と
の
差
あ
り
。
乘
○

を
言
へ
ば
則
ち
一
と
三
と
四
と
五

と
の
別
な
る
こ
と
有
り
。
行
○

を
談
す
れ
ば
六
度
を
宗
と
な
す
。
成
を
告
れ
ば
三
大
を
限
と
な
す
。
是
れ
則
ち
大
聖
分
明
に

其
の
所
由
を
説
き
た
も
う
。

即
ち
顕
教
を
め
ぐ
っ
て
藏
・
乘
・
行
・
成
に
わ
た
り
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
釋
摩
訶
衍
論
』
巻
一
の
次

の
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
十
種
の
攝
義
論
と
そ
の
名
字
を
開
示
し
て
、
そ
の
十
は
『
大
乘
起
信
論
』
で
あ
る
と

し
、

次

�に
藏
の
差
別
を
説
か
ん
、
藏
に
幾
く
の
数
あ
り
や
、
幾
く
の
藏
の
所
摂
ぞ
。
摩
訶
衍
論
は
何
れ
の
所
摂
ぞ
。
頌
に
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応
化
の
開
説

顕
教

言
は
顕
略
に
し
て
機
に
逗
え
り
。

法
佛
の
談
話

密
教

言
は
秘
奥
に
し
て
実
話
な
り
。



曰
く
、

或
は
五
十
一
藏
、
或
は
唯
し
十
な
り
経
の
如
し
、
惣
じ
て
は
三
藏
の
所
摂
な
り
、
論
は
或
は
通
い
或
は
別
な
り
。

論
じ
て
曰
く
、
五
十
一
と
は
因
果
を
別
つ
が
故
に
、
功
徳
を
表
す
る
が
故
に
、
行
者
を
引
く
が
故
に
、
金
剛
契
経
の
中

に
、
か
く
の
如
く
の
説
を
な
す
、
佛
、
佛
子
に
告
げ
た
ま
は
く
、
我
れ
当
に
汝
が
た
め
に
無
礙
の
言
辭
を
も
て
、
五
十
の

因
藏
と
、
及
び
一
の
果
藏
と
を
開
示
す
べ
し
と
い
う
が
故
に
、
或
は
十
藏
あ
り
。

こ
の
文
に
よ
っ
て
五
十
一
と
い
う
と
は
、
五
十
の
因
藏
と
一
の
果
藏
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
一

十
と
は
、

云
何
が
十
と
す
る
。
一
つ
に
は
唯
し
一
藏
を
立
て
て
惣
じ
て
諸
法
を
摂
す
。
謂
く
法
界
法
輪
藏
な
り
。
圓
満
契
経
の

中
に
、
か
く
の
如
く
の
説
を
な
す
、
一
切
衆
生
の
所
有
の
言
音
は
、
如
来
の
法
輪
藏
の
摂
に
非
ざ
る
こ
と
莫
し
と
い

う
が
故
に
、

と
。
十
と
は
十
藏
で
あ
り
、
そ
の
一
番
目
に
、
唯
し
一
藏
を
立
て
ゝ
惣
じ
て
諸
法
を
摂
す
、
と
い
う
ご
と
く
、
十
藏
の

一
番
目
と
い
う
よ
う
に
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
乘
に
つ
い
て
一
と
は
一
乘
、
二
と
は
大
乘
と
小
乘
、
三
と
は
声
開
と
縁
覚
と
菩
薩
、
四
と
は
三
乘
と
仏
乘
、
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五
に
は
人
乘
と
天
乘
と
三
乘
で
あ
る
。
行
に
つ
い
て
は
六
波
羅
蜜
行
、
成
に
つ
い
て
は
三
大
阿
僧
祇
却
で
あ
る
。
こ
れ
ら

顕
教
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
入
唐
よ
り
帰
国
し
て
提
出
し
た
『
請
来
目
録
』
（
大
同
元
年
十
月
廿
二
日
、
空
海
三
十
三
歳
）

に
お
い
て

法

�海
一
味
な
り
、
機
に
随
っ
て
浅
深
あ
り
。
五
○

乘
○

�

く
つ
ば
みを
分
つ
、
器
に
逐
っ
て
頓
漸
あ
り
。

又

�夫
れ
顕
教
は
、
則
ち
三
○

大
○

之 ○

遠 ○

劫 ○

を
談
じ
、
密
藏
は
、
則
ち
十
六
之
大
生
を
期
す
。
遅
速
勝
劣
は
猶
し
神
通
と
跛
は

驢 ろ

と
の
如
し
。

一

�心
の
利
刀
を
翫 も
て
あ
そぶ
は
顕
教
な
り
。
三
密
の
金
剛
を
揮 ふ
る
うは
密
藏
な
り
。
心
を
顕
教
に
遊 あ
そ
ばし
む
れ
ば
、
三
僧
祇
眇 べ
つ

焉 え
ん

た

り
。
身
を
密
藏
に
持
す
れ
ば
十
六
生
甚 は
な
はだ
促 ち
か

し
。

と
あ
る
ご
と
く
、
入
唐
し
、
そ
し
て
帰
朝
し
た
直
後
に
、
す
で
に
顕
教
の
条
件
と
し
て
の
五
乘
、
三
劫
な
ど
を
視
野
に

入
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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三
、
顕
教
の
興
り
に
つ
い
て

顕
教
の
興
り
に
つ
い
て
は
、
『
秘
密
漫
荼
羅
付
法
傳
』
を
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
仁
王
が
国
を
治
め
る
の
に
封
賞

に
差
異
が
あ
る
が
、
法
帝
が
世
を
御
す
る
に
は
、
そ
の
方
法
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
は
治
め
ら
れ
る
側
の
不
平
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
化
せ
ら
れ
る
桟
根
の
別
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
し
、

一

�味
の
甘
露
は
、
器
に
逐 し
た
がっ
て
色
を
殊
に
し
、
一
相
の
摩
尼
は
、
色
に
隨
っ
て
影
を
分
つ
。
能
説
之
心
は
、
平
等
に

し
て
転
ず
れ
ど
も
。
所
潤
之
意
は
千
殊
に
し
て
各

お
の
お
の

解 さ
と
りあ
り
。
一
・
三
・
五
乘
は
源 も
と一
に
し
て
派
別
れ
た
り
。
法
・

報
・
應
化
は
體
同
に
し
て
用
異 こ
と

な
り
。
所
謂
る
報
・
應
化
佛
と
は
、
亦
は
十
身
盧
舎
那
、
大
小
釋
迦
等
と
名
く
。
常

途
顕
教
之
主
是
れ
な
り
。
此
の
報
・
應
化
身
は
、
則
ち
上
十
地
の
満
を
苞
か

ね
、
下
六
趣
等
を
括
と

る
。
種
種
の
根
機
に

対
し
て
種
種
の
方
便
を
以
て
、
種
種
の
法
門
を
説
く
。
其
の
所
説
の
教
は
、
則
ち
大
小
乘
の
所
摂
の
華
厳
、
法
華
、

般
若
、
寶
積
、

�勝
、
涅
槃
等
及
び
四
阿
含
等
の
一
百
落
叉
部
の
経
是
れ
な
り
。

と
。
種
種
の
機
根
に
対
し
、
種
種
の
方
使
を
以
て
、
種
種
の
法
門
を
説
く
、
と
し
、
そ
の
所
説
の
教
と
は
、
華
厳
、
法

華
、
般
若
、
寶
積
、

�勝
、
涅
槃
、
そ
し
て
四
阿
含
等
の
一
百
落
叉
部
の
経
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

『
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の
宗
要
を
説
く
と
し
て
、

其
�の

宗
要
を
語 い
へば
、
則
ち
菩
薩
の
四
摂
、
六
度
。
聲
聞
、
縁
覚
の
四
諦
、
十
二
縁
、
三
十
七
菩
提
分
及
び
人
天
の
種

種
の
善
法
是
れ
な
り
。
並
に
是
れ
随
他
意
の
説
、
方
便
の
門
な
り
。

と
あ
る
。
そ
し
て
『
楞 り
よ
う伽
が

経 き
よ
う

』
第
八
か
ら
、
次
の
文
を
み
ち
び
き
だ
し
て
い
る
。

應

�化
佛
の
化
衆
生
を
作
す
こ
と
は
、
真
実
相
の
説
法
に
異
な
り
、
内
所
證
の
法
聖
智
の
境
界
を
ば
説
か
ず
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
諸
教
の
興
り
に
つ
い
て
、
や
は
り
他
受
用
応
化
仏
の
事
業
と
は
、

是

�に
於
て
大
覚
の
聖
君
は
、
慈
騎
に
策 む
ち
う
つて
以
て
四
魔
の
夷
に
赴 お
も

む
き
。
大
智
の
賢
臣
は
、
悲
車
に
脂 あ
ぶ
らさ
し
て
以
て
六

道
の
狄
に
馳
す
。
教
令
を
五
乘
に
班 わ
か

ち
、
四
生
を
一
如
に
駈
か

る
。
爾
れ
ば
乃
ち
巨
猾 く
わ
つの
狂
兒
は
面
縛
し
て
大
乘
に

帰
命
し
、
首
傑
判
類
は
性
を
改
め
て
三
身
に
稽 け
い

�

さ
ら

す
。
其
の
三
毒
之
源
を
断
じ
て
、
同
く
一
如
の
邦
に
封
ぜ
ら
る
。

諸
教
之
興
り
、
蓋
し
此
が
為 た
め

か
。
即
ち
是
れ
他
受
用
応
化
佛
之
事
業
な
り
。
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文
中
に
五
乘
・
一
乘
・
三
身
・
他
受
用
応
化
仏
を
語
を
あ
げ
、
巧
み
に
顕
教
の
興
り
を
概
観
し
て
い
る
。

四
、
権
と
実
と
の
大
乘

弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
四
月
一
日
、
空
海
四
十
二
歳
の
時
、
密
教
経
典
の
写
経
拡
大
運
動
を
発
願
し
た
。
そ
の
趣
意
書

で
あ
る
「
諸
の
有
縁
の
衆
を
勧
め
て
秘
密
の
法
藏
を
写
し
奉
る
文
」
（
以
下
「
勧
縁
疏
」
）
に
は
、

華

�厳
の
地
論
に
は
果
分
不
可
説
と
述
べ
、
法
華
の
止
観
に
は
秘
教
不
能
伝
と
談
ず
。
空
論
に
は
、
則
ち
第
一
義
の
中

に
無
言
説
を
述
べ
。
有
宗
に
は
、
則
ち
真
諦
の
發
詮
談
旨
を
顕
す
。
上
、
応
化
の
経
從
り
、
下
、
論
章
疏
に
至
る
ま

で
自
證
を

�

つ
つ

ん
で
説
か
ず
。
他
病
に
随
っ
て
以
て
訓
を
垂
る
。
希
有
甚
深
な
り
と
云
う
と
雖
も
、
而
も
是
れ
権
に
し

て
実
に
非
ず
。
傳
法
の
聖
者
秘
を
知
ら
ず
し
て
顕
を
伝
う
る
に
は
非
ず
。
知
て
相 あ
い

讓 ゆ
ず

る
こ
と
良 ま
こ
とに
以 も
つ
て有
り
。

と
。
こ
こ
に
、
華
厳
の
果
分
不
可
説
、
法
華
の
秘
教
不
能
伝
、
空
論
の
第
一
義
無
言
説
、
有
宗
の
真
諦
發
註
談
旨
と
、

い
う
と
こ
ろ
の
六
・
七
・
八
・
九
の
名
住
心
の
基
本
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
大
和
尚
平
安
城
太
上
天
皇
の
潅
頂
の
奉
為
の
文
」
（
以
下
「
太
上
天
皇
潅
頂
文
」
）
に
は
、
八
宗
の
紹
介
と
、

各
々
の
住
心
の
詳
細
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）
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若

�し
乘
を
言
へ
ば
五
乘
道
別
な
り
。
宗
を
言
へ
ば
八
宗
趣
異
な
り
。
八
宗
と
言
へ
ば
、
律
、
倶
舎
、
成
実
、
法
相
、

三
論
、
天
台
、
花
厳
、
真
言
是
れ
な
り
。

と
八
宗
を
紹
介
し
、
各
宗
の
主
張
を
次
の
ご
と
く
要
約
し
て
い
る
。
即
ち
、

律
家
は
、
身
口
七
支
の
非
悪
を
防
ぎ
、
四
念
處
を
観
し
て
灰
身
減
智
を
証
す
る
を
以
て
究
竟
と
為
す
。
倶
舎
は
、
三

世
実
有
の
義
を
談
じ
、
成
実
は
、
折
法
空
を
説
く
。
其
の
果
は
則
ち
同
じ
く
小
乘
の
阿
羅
漢
を
期
す
。
此
の
三
宗
は

小
教
な
り
、
法
相
は
、
委
く
八
識
三
性
之
義
を
説
き
、
妙
に
唯
識
無
境
之
理
を
宣
べ
、
固
に
因
果
を
談
じ
て
普
く
法

門
を
説
く
。
位
を
言
へ
ば
堅
に
五
十
二
位
を
示
す
。
時
を
告
れ
ば
三
大
無
数
を
吐
く
。
是
れ
則
ち
因
果
の
理
を
撥
す

る
愚
者
、
心
外
の
境
に
迷
へ
る
癡
人
を
遮
し
、
大
慢
の
衆
生
を
調
伏
す
る
の
薬
、
弥
勒
大
慈
三
昧
之
門
な
り
。
三
論

は
、
則
ち
善
く
八
不
空
性
之
理
を
説
き
、
妙
に
除
滅
諸
戯
論
之
趣
を
開
く
。
一
実
無
生
之
観
之 こ
れ

に
因
て
而
も
立
ち
、

二
諦
中
道
之
義
此
こ

れ
従 よ

り
而
も
發
る
。
是
れ
則
ち
三
毒
四
魔
を
焼
落
す
る
の
猛
火
、
戯
論
妄
雲
を
搴
巻
す
る
の
暴
風

な
り
。
身
心
の
著
愛
を
掃
ひ
、
内
外
の
障
礙
を
除
く
に
は
、
此
の
薬
最
も
得
る
。
般
若
佛
母
文
殊
三
昧
之
門
な
り
。

天
台
は
、
一
乘
三
観
之
道
を
言
ひ
、
四
教
一
如
之
義
を
顕
し
、
一
念
三
諦
造
境
即
中
を
以
て
極
妙
と
な
す
。
法
花
経

に
據
り
、
中
観
論
に
憑
て
、
一
家
の
義
を
構
へ
一
岳
峯
に
住
す
。
其
の
人
を
言
へ
ば
、
則
ち
観
音
大
悲
三
昧
之
門
な

り
。
花
嚴
は
、
妙
に
法
界
無
障
を
通
じ
て
広
く
理
事
圓
融
を
談
ず
。
是
れ
則
ち
諸
法
の
性
相
不
変
之
病
を
除
き
、
心
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仏
無
別
之
薬
を
示
す
。
人
を
名 な
ず

く
れ
ば
則
ち
普
賢
大
士
法
界
三
昧
之
門
な
り
。

如
上
の
諸
宗
諸
教
は
、
法
王
之
一
職
・
百
官
之
一
局
な
り
、
転
妙
転
深
に
し
て
四
清
泓
澄
と
し
て
五
星
燦
爛
た
る
が

如
く
な
れ
ど
も
、
並
に
皆
な
釈
迦
医
王
他
受
法
帝
の
随
機
之
妙
薬
な
り
。

こ
の
文
か
ら
律
家
・
倶
舎
・
成
実
に
つ
い
て
は
、

�此
の
三
宗
は
小
教
な
り

�と
あ
り
、
十
住
心
体
系
で
は
声
聞
・
縁

覚
に
充
当
さ
れ
よ
う
。
律
家
は
実
習
に
よ
る
も
の
で
、
む
ろ
ん
声
聞
・
縁
覚
、
即
ち
第
四
・
五
住
心
に
含
ま
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
十
住
心
体
系
に
直
接
繋 つ
なが
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
、
年
号
の
明
ら
か
な
も
う
一
つ
の
文
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
『
法
華
経
開
題
（

�河
女
人
）
』
に
は
、

�

律
家
に
は
身
口
七
支
に
犯
を
持
し
、
非
を
防
す
。
法
相
は
八
識
三
性
を
も
て
心
境
を
簡
持
す
。
三
論
に
八
不
の
空
性

を
も
て
義
を
談
す
。
天
台
は
一
心
三
観
を
も
て
極
と
為
し
、
華
厳
は
圓
融
無
礙
を
も
て
宗
と
為
す
。
並
に
法
王
之
一

官
、
法
界
之
一
門
な
り
。

と
あ
る
。
律
宗
は
第
四
・
第
五
住
心
を
ま
と
め
。
法
相
は
八
識
三
性
、
三
論
は
八
不
空
性
、
天
台
は
一
心
三
観
、
華
厳

は
圓
融
無
礙
と
定
形
化
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
文
中
に
「
謹

�ん
で
天
長
四
年
孟
秋
季
旬
を
以
て
、
先
の
左
僕
射
の
大
祥
の
奉
為
に
、
金
字
の
金
剛
般
若
経
一

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）
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十
二
紙
を
写
し
奉
る
」
と
あ
る
。
「
右
將
軍
良
納
言
、
開
府
儀
同
三
司
左
僕
射
の
為
に
大
祥
の
齋
を
説
く
る
願
文
」
に
、

次
の
文
が
あ
る
、

�赫 か
く

曦 ぎ

頓 た
ち
まち
に
照
し
、
白 は
つ

瞿 く

風
の
ご
と
く
に
疾
く
、
八
遮
穢

け
が
ら
は

し
き
を
蕩 と
ろ
かし
、
一
眞 し
ん

浄 じ
よ
うを
簡 え
ら

ぶ
、
非
を
防 ふ
せ

い
で
作
す

こ
と
莫
き
と
き
は
、
唯
蘊
湛
然
た
り
。
聲
と
非
聲
と
、
建
と
不
建
と
、
二
辺
の
名
雙
人
で
玄
を
存
す
る
に
逮
ん
で
は
、

其
の
祖
は
唯
一
に
し
て
子
孫
百
計
な
り
。

と
。
「
赫
曦
」
と
は
日
光
の
こ
と
、
第
九
住
心
、
華
厳
宗
。
「
白
瞿
」
と
は
白
牛
の
こ
と
、
第
八
住
心
、
天
台
宗
。
「
八

遮
」
と
は
八
不
の
こ
と
、
第
七
住
心
、
三
論
宗
。
「
一
真
」
と
は
一
真
法
界
の
こ
と
、
第
六
住
心
、
法
相
宗
。
「
非
を
防
ぎ

作
す
こ
と
莫
き
」
と
は
、
第
五
住
心
、
湛
然
常
寂

縁
覚
乘
。
第
四
住
心
、
唯
蘊
無
我

声
聞
乘
。
「
聲
と
非
聲
、
建
と

不
建
」
と
は
、
二
辺
の
名
が
相
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
至
極
で
あ
る
と
執
着
す
る

世
間
三
ケ
住
心
を
い
う
。

こ
こ
に
十
住
心
体
系
が
し
っ
か
り
と
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
願
文
は
、
良
岑
安
世
（
七

八
五
～
八
三
〇
）
が
、
左
大
臣
正
三
位
藤
原
冬
嗣
（
七
七
四
～
八
二
六
）
の
た
め
に
、
天
長
四
年
孟
秋
（
七
月
）
季
旬

（
下
旬
）
に
行
っ
た
法
要
に
お
い
て
奉
読
さ
れ
た
も
の
で
、
空
海
五
四
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
十
住
心
体
系
は
、
少
く
も
四
十
二
歳
の
時
の
「
諸
の
有
縁
の
衆
を
勸
め
奉
っ
て
秘
密
藏
の
法
を
写
し
奉
る
べ

き
文
」
に
は
、
花
厳
の
果
分
不
可
説
、
法
花
の
秘
教
不
能
傳
、
空
海
の
第
一
義
に
言
説
無
し
、
有
宗
の
癈
詮
談
旨
と
あ
り
、
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完
成
さ
れ
た
十
住
心
体
系
で
は
な
く
と
も
、
基
本
の
構
成
は
確
立
し
て
い
た
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て

天
長
四
年
、
空
海
五
四
歳
の
時
に
は
、
『
十
住
心
論
』
の
制
作
時
で
あ
る
天
長
七
年
、
空
海
五
六
歳
に
そ
れ
ら
が
直
接
に

反
映
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、『

三
昧
耶
戒
序
』
の
十
住
心

空
海
の
著
作
に
『
秘
密
三
昧
耶
仏
戒
儀
』
が
あ
り
、
『
三
昧
耶
戒
序
』
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
序
に
あ
た
る
。
こ
の
序
に

は
初
め
と
中
と
終
り
と
の
三
ケ
所
に
十
住
心
の
思
想
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
序
は
『
平
城
天
皇
潅
頂
文
』
を

構
成
し
て
い
る
第
四
文
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
、
空
海
四
十
九
歳
の
著
述
と
さ

れ
て
い
る
。
十
二
部
に
わ
た
る
妙
法
、
八
万
四
千
と
も
数
え
ら
れ
る
経
数
は
、
心
疾
を
哀
れ
ん
で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る

と
し
、
心
疾
が
万
品
で
あ
る
か
ら
経
教
も
一
種
で
あ
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
て

愚

�童
持
齊
之
妙
薬

五
常
・
五
戒

嬰
童
無
畏
之
醍
醐

六
行
・
四
禅

声
聞
之
教
薬
・
縁
覚
之
除
病

二
百
五
十
之
戒
・
四
念
八
背
之
観
・
十
二
因
縁
・
十
二
頭
陀

人
我
を
遮
し
三
昧

を
證
し
、
法
執
を
帶
し
て
深
槃
を
得
る
。

他
縁
大
乘
之
方
法

無
縁
に
悲
を
起
し
、
幻
炎
に
識
を
観
す
。
六
度
を
行
と
な
し
、
四
摂
を
事
と
作
し
、
三
祇
に
功

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）
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を
積
み
、
四
智
に
果
を
得
。

覚
心
不
生
之
妙
術

無
我
を
捨
て
て
自
在
を
得
、
不
生
を
観
じ
て
心
性
を
覚
る
、
八
不
を
揮
っ
て
以
て
八
迷
を
断
じ
、

五
句
を
擲 ふ
る
つて
以
て
五
辺
を
拂
う
。
四
種
の
言
語
は
道
断
っ
て
無
為
な
り
、
九
種
の
心
量
は
足 あ
く

絶 た

へ
て
寂
静
な
り
。

如
実
一
道
心
之
針
灸

自
心
を
妙
蓮
に
観
じ
、
境
智
を
照
潤
に
喩
う
。
三
諦
倶
に
融
し
、
六
即
位
を
表
す
。

極
無
自
性
心
之
佛
果

况
ん
や
法
界
を
帝
網
に
喩
へ
、
心
佛
を
会
水
に
観
す
。
六
相
十
玄
其
の
教
義
を
織
り
、
五
教

四
車
其
の
浅
深
を
簡 え
ら

ぶ
、
初
発
に
正
覚
を
成
じ
、
三
生
に
佛
果
を
證
す
。

是
の
如
く
の
妙
法
は
並
に
皆
な
其
の
機
根
に
契
へ
り
。
不
思
議
の
妙
薬
な
り
。
自
上
の
諸
教
は
他
受
用
應
化
佛
之
所
説

の
甘
露
な
り
。

と
。
実
に
巧
み
な
顕
教
の
掌
握
で
あ
る
。
中
辺
の
そ
れ
は
、
顕
教
の
限
界
に
つ
い
て
い
う
。
ま
ず
、
乘
の
差
別
し
、
そ

の
教
の
優
劣
を
知
る
べ
し
、
そ
し
て
、

異

�生
羝
羊
の
凡
夫

専
ら
十
不
善
等
の
業
を
造
り
、
三
毒
五
欲
の
楽
に

�て
曾
て
後
身
の
三
途
の
極
苦
に
墜 お
つ

こ
と

を
知
ら
ず
。

愚
童
持
齊
人
乘
之
法

漸
く
因
果
を
信
じ
て
五
常
・
五
戒
等
を
行
ず
て
云
う
と
雖
も
、
猶
し
是
れ
人
中
之
因
に
し

て
生
天
之
楽
を
得
ず
。
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嬰
童
無
畏
の
外
道
生
天
之
乘
は
、
下
、
四
王
天
従
り
、
上
、
非
想
に
至
っ
て
二
十
八
天
の
楽
を
受
く
と
云
う
と
雖
も
、

終
に
人
中
地
獄
等
に
墜
ち
て
生
死
を
出
る
こ
と
を
得
ず
。

唯
蘊
無
我
、
抜
業
因
種
の
二
種
の
羊
、
鹿
乘

三
界
を
出
つ
と
雖
も
猶
し
是
れ
下
劣
な
り
、
三
生
・
六
十
劫
・
七
・

八
・
四
・
百
之
時
、
何
ん
ぞ
其
れ
眇
焉
な
る
。

他
縁
大
乘
、
覚
心
不
生
の
二
種
の
法
門

身
命
を
捨
て
布
施
を
行
じ
、
妻
子
を
許
し
て
他
人
に
与
へ
、
三
大
阿
僧

祇
を
経
て
六
度
万
行
を
行
ず
、
劫
石
高
廣
に
し
て
盡
し
難
し
、
弱
心
退
き
易
く
し
て
十
進
九
退
す
。

如
実
一
道
之
心

心
垢
を
拂
っ
て
清
浄
に
入
り
、
境
智
を
泯
じ
て
如
如
を
證
す
と
之
ら
と
雖
も
、
猶
し
是
れ
一
道

清
浄
之
楽
に
し
て
未
だ
金
剛
之
寶
藏
に
入
ら
ず
。

極
無
自
性
心

法
界
を
融
し
て
三
世
間
の
身
を
證
し
、
帝
網
に
等
し
て
一
大
法
身
を
得
る
と
云
う
と
雖
も
、
猶
し

是
れ
成
佛
之
因
、
初
心
之
佛
な
り
。

こ
れ
ら
は
、
真
言
有
智
の
人
は
楽
著
・
楽
求
・
住
し
は
い
け
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
後
半
の
そ
れ
は
、
「
又
、

深
般
若
の
妙
恵
を
以
て
前
の
九
種
の
住
心
は
自
性
無
し
」
と
観
念
し
て
、
次
々
の
住
心
を
発
す
る
こ
と
を
云
っ
て
、

異

�生
羝
羊
の
凡
夫

一
向
に
悪
心
な
れ
ど
も
善
知
識
の
教
誘
に
遇
う
が
故
に
愚
童
持
齊
心
を
起
す
。

愚
童
人
乘
の
人

因
果
を
信
す
る
が
故
に
、
生
天
護
戒
の
心
を
起
す
。
嬰
童
無
畏
心
な
り
。

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
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嬰
童
無
畏
心

殊
勝
の
解
脱
智
を
願
う
が
改
に
、
善
知
識
の
誘
に
依
て
唯
蘊
無
我
、
抜
業
因
種
の
二
乘
の
心
を
発

す
。

二
乘
之
人

諸
佛
の
驚
覚
を
蒙
る
が
故
に
、
他
縁
大
乘
心
を
起
す
。

他
縁
乘
の
人

最
勝
の
果
を
願
う
が
故
に
、
覚
心
不
生
心
を
起
す
。

覚
心
不
生
の
人
は

自
性
無
き
が
故
に
一
道
如
実
の
心
を
起
す
。

一
道
如
実
の
人

諸
佛
の
驚
覚
を
蒙
る
が
故
に
極
無
自
性
心
を
発
す
。

極
無
自
性
の
人

究
竟
最
勝
の
金
剛
の
心
を
願
う
が
故
に
秘
密
荘
厳
の
心
を
発
す
。

こ
の
よ
う
に
住
心
を
一
つ
一
つ
高
め
て
い
く
に
つ
い
て
、
同
じ
く
「
皆
な
自
性
無
き
に
由
る
が
故
に
、
展
転
し
て
勝
進

す
」
と
い
う
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
『
三
昧
耶
戒
序
』
を
『
平
城
天
皇
潅
頂
文
』
と
つ
け
て
、
そ
の
著
述
を
考
察
す
れ
ば
、
弘
仁
十
三

年
（
八
二
二
）
、
空
海
四
十
九
歳
で
あ
り
、
十
住
心
体
系
を
完
成
し
た
形
の
上
か
ら
、
自
由
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
十
二
歳
の
時
の
弘
仁
六
年
四
月
二
日
に
発
せ
ら
れ
た
「
諸
の
有
縁
の
衆
を
勧
め
て
秘
密
の
法
藏

を
写
し
奉
る
べ
き
文
」
。
こ
の
間
、
即
ち
空
海
四
十
歳
代
に
お
い
て
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
に
結
実
し
た
『
秘
密
漫
荼

羅
十
住
心
論
』
、
『
秘
藏
寶
鑰
』
に
直
結
す
る
十
住
心
体
系
が
完
成
し
て
い
た
の
は
な
い
か
、
と
考
察
さ
れ
よ
う
。
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六
、
各
住
心
の
根
拠

『
秘
密
漫
荼
羅
十
住
心
論
』
は
、
特
に
各
住
心
の
根
拠
を
丹
念
に
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
『
般
若
心
経
』
の
本
文
を

あ
げ
指
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
般
若
心
経
秘
鍵
』
は
、
『
般
若
心
経
』
を
五
分
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
。

此

�の
経
に
総
じ
て
五
分
有
り
。
第
一
に
人
法
総
通
分
、
観
自
在
と
い
う
よ
り
度
一
切
苦
厄
に
至
る
ま
で
是
れ
な
り
。

第
二
に
分
別
諸
乘
分
、
色
不
異
空
と
い
う
よ
り
無
所
得
故
に
至
る
ま
で
是
れ
な
り
。
第
三
に
行
人
得
益
分
、
菩
提
薩

堆
と
い
う
よ
り
三
貌
三
菩
提
に
至
る
ま
で
是
れ
な
り
。
第
四
に
総
帰
持
明
分
、
故
知
般
若
と
い
う
よ
り
真
実
不
虚
に

至
る
ま
で
是
れ
な
り
。
第
五
に
秘
藏
真
言
分
、

ギ
ヤ
テ
イ
ギ
ヤ
テ
イ

と
い
よ
よ
り
■ ソ
ワ
カ

に
至
る
ま
で
是
れ
な
り
。

と
あ
り
、『
般
若
心
経
』
の
本
文
を
五
分
し
て
、
特
に
そ
の
第
二
と
分
別
諸
乘
分
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
建
・
絶
・
相
・

二
・
一
と
し
、
そ
の
各
々
に
『
般
若
心
経
』
の
本
文
を
分
割
し
て
配
当
し
て
い
る
。

�

建
と
は
、
建
立
如
来
の
三
摩
地
門
、
普
賢
菩
薩
の
秘
号
で
あ
り
＝
華
厳
宗

「
色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず
、
色
は
即
ち
是
れ
色
、
空
は
即
ち
是
れ
色
な
り
、
受
想
行
識
も
亦
復

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）
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是
の
如
し
」

�

絶
と
は
、
無
戯
論
如
来
の
三
摩
地
、
文
殊
菩
薩
の
密
号
＝
三
論
宗

「
是
の
諸
法
」
は
空
相
に
し
て
、
生
ぜ
ず
、
滅
せ
ず
、
垢
つ
か
ず
、
浄
か
ら
ず
、
増
さ
ず
、
減
ら
ず
」

�

相
と
は
、
摩
訶
梅
多
羅
昌
地
薩
怛

�の
三
摩
地
門
、
弥
勒
菩
薩
の
密
号
＝
法
相
宗

「
こ
の
故
に
、
空
の
中
に
は
、
色
も
な
く
、
受
も
想
も
行
も
識
も
な
く
、
眼
も
耳
も
鼻
も
舌
も
身
も
意
も
な
く
、
色

も
声
も
香
も
味
も
触
も
法
も
な
く
、
眼
界
も
な
く
、
乃
至
、
意
識
具
も
な
し
。

�

二
と
は
、
因
縁
仏
の
三
摩
地
門
＝
縁
覚
乘

「
無
明
も
な
く
、
亦
無
明
の
尽
く
る
こ
と
も
な
し
、
乃
至
、
老
も
死
も
な
く
、
亦
老
と
死
の
尽
く
る
こ
と
も
な
し
」

唯
蘊
無
我
心

依
声
得
道
の
三
昧
＝
声
聞
乘

「
苦
も
集
も
滅
も
道
も
な
く
」

抜
業
因
種
心

�

一
と
は
、
阿
里
也

�路
枳
帝
昌
地
薩
怛

�の
三
摩
地

得
自
性
清
浄
如
来
（
聖
観
自
在
菩
薩
＝
天
台
宗
。

「
智
も
な
く
、
亦
得
も
な
く
、
得
る
所
な
き
を
以
て
の
故
に
」
。

と
あ
る
ご
と
く
、
分
別
諸
乘
分
の
建
・
絶
・
相
・
二
・
一
と
い
う
分
類
は
、
華
厳
宗
、
三
論
宗
、
法
相
宗
、
縁
覚
、
声

聞
乘
、
天
台
宗
の
各
々
の
立
場
を
『
般
若
心
経
』
の
本
文
よ
り
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
、
十
住
心
体
系
を
も
っ
て
自
由
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自
在
に
『
般
若
心
経
』
を
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
般
若
心
経
秘
鍵
』
は
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
、
空
海
四
十
五
歳
時

の
著
作
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

『
般
若
心
経
秘
鍵
』
は
、
十
住
心
体
系
を
前
提
と
し
て
『
般
若
心
経
』
の
本
文
を
読
み
取
っ
た
も
の
だ
が
、
『
大
日
経
』

住
心
品
、
『
菩
提
心
論
』
、
そ
し
て
特
に
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
五
重
の
問
答
は
、
各
住
心
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

七
、
ま
と
め

『
辨
顕
密
二
教
論
』
で
は
、
顕
教
を
一
乘
・
大
乘
と
小
乘
の
二
乘
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乘
、
三
乘
と
仏
乘
の
四

乘
・
人
乘
・
天
乘
と
三
乘
の
五
乘
の
一
・
二
・
三
・
四
・
五
の
別
を
あ
げ
た
。『
般
若
心
経
秘
鍵
』
で
は
、
建
・
絶
・
相
・

二
・
一
を
、
華
厳
・
三
論
・
法
相
・
二
乘
・
天
台
と
し
て
い
る
。
特
に
二
乘
、
即
ち
声
聞
・
縁
覚
は
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て

律
宗
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
律
宗
を
二
乘
に
言
い
換
え
て
、
第
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
九
住
心
と
整
理
し
た
。
さ
ら

に
、
顕
教
の
検
討
か
ら
、
十
住
心
体
系
は
、
空
海
四
十
歳
代
を
通
し
て
完
成
さ
れ
、
五
十
七
歳
に
お
い
て
『
秘
密
漫
荼
羅

十
住
心
論
』
十
巻
、
『
秘
藏
宝
鑰
』
三
巻
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）

―19―



註
記

�『
定
弘
大
全
』
三
・
七
五
。

�『
定
弘
大
全
』
三
・
一
〇
三
。

�『
定
弘
大
全
』
三
・
七
五
。

�『
大
正
』
三
三
・
五
九
三
ａ

以
下
の
文
章
で
は
、
一
、
法
界
法
輪
藏
、
二
、
声
聞
藏
・
菩
薩
藏
。
三
、
如
来
藏
を
加
え
る
。
四
、
補
特
伽
羅
藏
を
加
え
る
、
五
、

五
藏
に
天
藏
を
加
え
る
。
六
、
六
藏
に
捺
洛
迦
藏
を
加
え
る
。
七
、
七
藏
に
魔
羅
鳩
多
那
藏
を
加
え
る
。
八
、
八
藏
を
立
て
ゝ
惣
じ
て

諸
法
を
摂
す
。
鍵
婆
陀
那
跋
藏
を
加
え
る
。
九
、
九
藏
を
立
て
ゝ
惣
じ
て
諸
法
を
摂
す
。
器
世
界
藏
を
加
え
る
。
十
、
十
藏
を
立
て
ゝ

惣
じ
て
諸
法
を
摂
す
。
雑
亂
藏
を
加
え
る
。
と
。
さ
ら
に
、
根
本
の
三
藏
に
或
は
十
藏
を
摂
す
。
と
あ
る
。

�『
定
弘
大
全
』
一
・
一
八
。

�『
定
弘
大
全
』
一
・
一
八
。

�『
定
弘
大
全
』
一
・
三
九
。

	『
定
弘
大
全
』
一
・
六
五
。


『
定
弘
大
全
』
一
・
六
六
。

�『
大
正
』
一
六
・
五
八
一
ａ
。『
定
弘
大
全
』
一
・
六
六
。

�『
理
趣
経
開
題
（
生
死
之
河
）』
、
『
定
弘
大
全
』
四
・
一
一
四
。

『
定
弘
大
全
』
八
・
一
七
四
。

�『
定
弘
大
全
』
五
・
二
〇
。

�『
定
弘
大
全
』
四
・
一
八
五
。『
法
華
経
釈
』
（
『
定
弘
大
全
』
四
・
二
〇
〇
）
に
同
文
あ
り
。

�『
定
弘
大
全
』
八
・
九
九
。

�

『
定
弘
大
全
』
八
・
九
八
。
『
三
教
指
帰

性
霊
集
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

71）
、
渡
辺
照
宏
、
宮
坂
宥
照
校
注
、
五
一
四
頁
に

お
い
て
、
『
十
住
心
論
』
は
従
来
の
学
説
で
は
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
の
制
作
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
右
将
軍
良
納
言
為
開
府
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同
三
司
左
僕
射
設
大
祥
斎
願
文
」
に
窺
わ
れ
る
十
住
心
の
教
判
か
ら
み
て
、
す
で
に
天
長
四
年
（
八
二
七
）
七
月
ま
で
に
は
、
そ
の
理

論
体
系
は
出
来
上
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
、
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

�『
定
弘
大
全
』
五
・
三
。

�『
定
弘
大
全
』
五
・
六
。

�『
定
弘
大
全
』
五
・
九
。

�『
定
弘
大
全
』
三
・
七
。

�『
定
弘
大
全
』
三
・
一
一
九
。『
大
正
』
一
八
・
二
ａ
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
顕
教
、
十
住
心
、
顕
教
の
分
類

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
の
研
究
（
２
）
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